
小特集：新興市場経済システムの経済分析

ロシアにおける出生率

―マイクロデータによる再検討
＊
―

雲 和 広

本稿は 1990年代の一貫した出生率の低下から，転じて 2000年代にはほぼ一貫してその上昇を見せ

るようになったロシアの出産確率に対して，家計所得並びに女性の賃金という経済要因と，そして生

活への満足度並びに健康状態という主観的厚生とが与える影響について，1994年から 2018年�に亘

るロシア長期モニタリング調査（Russia Longitudinal Monitoring Survey, RLMS-HSE）の個票を用いて

論じた．その結果，より高い家計所得は出産を促す一方で女性の賃金は出産を控える方向に働くこと

が示され，また生活への満足度や健康状態の指標が高い事が出産の可能性を有意に高めるという結果

が得られた．ロシアの出生率規定要因に関する多くの先行研究は家計所得が如何なる効果も与えない

という結果を示していたが，それは 1990年代の体制転換初期に特有の現象であった可能性が示唆さ

れた．

JEL Classification Codes : J13 ; N34 ; P23

1．はじめに

先進諸国における低出生率は周知のものであるが，

いわゆる東欧・中欧諸国もまた，その 1989 年〜

1991年の体制転換の開始より急激な出生率の低下

を経験し，そして低出生率が長くに亘って続いてい

ることが知られる（Philipov and Dorbritz, 2003）．中

でもロシアが直面した人口学的危機は注目を集め

た1）（Vishnevskii, 2006）．即ち，2000 年にはアルバ

ニア・旧ユーゴスラビア及びモルドバを除く全ての

中東欧・移行諸国で合計特殊出生率（Total Fertility

Rate, TFR）は 1.5を下回り，とりわけロシアに至っ

ては 1.16（1999年）・1.19（2000年）という TFRを示

すに�至ったのである（Council of Europe, 2005.表 1

参照）．

だがこの趨勢は，ロシアでは 1999〜2000年を底

として反転する．そののちはほぼ一貫して TFRが

継続的な上昇傾向を示し，2015年にはソ連崩壊後

のロシアとして最も高い数字（1.77）を見せている．

しかしながら再度，2016年以降は 4年間に亘り継

続的な TFRの低下が観察されたのであり，2019年

の TFRは 10年をßった 2008年のそれと等しい水

準（1.50）となった2）．体制転換開始ののちの 10年弱

に亘って見られた出生率の継続的低下は，ロシアに

おける経済の収縮と軌を一にするものであった．そ

して 2015年まで続いた出生率の上昇は，2000年か

ら顕著になったロシア経済の回復傾向と合致する趨

勢であったと言える．他方 2014年のクリミア紛争

に端を発する欧米諸国による経済制裁はロシアの経

済成長率の低下に帰結し，同時に出生率の低下傾向

が看取されるようになったのである．

このように激しい変動を見せるロシアの出生率に

ついての検討は，しかしながら日本や欧米における

近年の出生率研究の動向と比較すれば，未だ十分な

ものとは言い難い．邦語によるロシアの出生要因の

分析はほとんど存在せず，また欧米及びロシアにお

けるそれも依然として量的には限られたものに留ま

っていることを指摘せねばならない．Iwasaki and

Kumo（2020）は地域データを用いて地域総生産の伸

長が出生率の増減に有意な影響を与えることを示し

た．しかしながら，家計所得水準等の経済要因がロ

シアにおける出生率の動向に対して影響を与えてい

ないことを示す先行研究は多く，その得ている結果

は安定的ではない（Kohler and Kohler, 2002 ; Ros-

china and Boikov, 2005 ; Kumo, 2012 ; Karabchuk,

2017a and 2017b）．上述のようなマクロ経済動態の

傾向と出生率のそれとの間で見られる一致は，それ

が因果関係を意味するものであるのか否かは依然と

して明らかではないのである．他方，体制転換の開

始から既に 30年弱が過ぎ，また分析を可能とする

マイクロデータの蓄積も見られており，これまでの

研究の再検討を行うにも充分な時間の経過を見たと

言うことが出来る．そのような条件を背景として本

稿は，家計所得や賃金水準といった経済状況の検討
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を中心に，ロシアにおける出産確率を決定づける要

因の抽出を行うことを試みるものである．

本稿は以下のように構成される．次節では体制転

換開始から 2018年までの期間に亘るロシアの出生

率の時系列推移を概観する．続いて同じ期間におけ

る先行研究のレビューを行い，出生率を規定する要

因の抽出を試みる．そこにおいては先述の通り所得

等の経済的要因が与える影響についての評価はロシ

アでは否定的であることが示され，諸地域を対象と

した先行研究の結果を受けた上で仮説を提示する．

そして第 4節ではデータと分析結果を示し，最後に

政策的示唆について言及する．

2．ロシアの出生動向

革命や内戦そして第二次世界大戦における独ソ戦

の犠牲が甚大であったこと，更に工業生産の拡大に

要する労働力の確保を旨として，戦後のソ連では

常に出産が奨励された．1960 年代以降，西側先進

諸国が急速に出生率を低下させたとき，社会主義圏

は充実した社会的育児支援機関（企業や政府機関管

轄下にあった保育園・幼稚園）を背景に，人口の再

生産が可能な出生率，2.0をわずかに上回るような

出生率を 1989 年に至るまで見せていたのである

（Kumo, 2012）．

しかしながらソ連崩壊後，社会的育児支援機関

（保育園・幼稚園）のネットワークが急速に弱体化し

た．企業がほぼ無料で従業員のために運営していた

ものが閉鎖される，あるいは有料化される，という

ことになり，それは直接的な育児コストの増大につ

ながった3）．また，体制転換に伴う経済危機によっ

て経済規模が劇的に縮小したことにより，親世代に

とってはその育児コストを負う能力が低下した．ソ

連は社会保障制度が充実していたことで知られる

（McAuley, 1979）．だが体制転換はその制度基盤を

崩壊させた．安定した雇用・失業の不在・高くはな

くとも安定した賃金水準，といったものもソ連の労

働市場を特徴づけていたが，それらは体制転換によ

って失われた．そのような様々な条件を背景に，結

果としてロシアの合計特殊出生率は急激に低下して

1999年・2000年には 1.20を下回る水準にまで落ち

込んだのである（表 1）．

ロシア政府はこのような状況に対して様々な対策

を掲げた．2001 年に作成されたロシア連邦政府

「2015年までのロシア連邦における人口発展構想」4）

では，住民の健康状態の改善及び出生率向上のため

の施策を実施する等とした．しかしながら当時，出

生率の低下や死亡率の上昇に対する新たな施策は何

ら導入されなかった．つまりそれは現実的な意味を

持っていなかったのである．

政策面で転機を見せるのは持続的な経済成長が始

21ロシアにおける出生率

表 1．移行諸国の合計特殊出生率，1980年〜2015年

出所） World Development Indicatorsより筆者作成．

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

東欧 
チェコ 2.08 1.95 1.90 1.28 1.15 1.29 1.51 1.57

ハンガリー 1.91 1.85 1.87 1.57 1.32 1.31 1.25 1.45

ポーランド 2.28 2.33 2.06 1.62 1.37 1.24 1.41 1.32

スロバキア 2.32 2.26 2.09 1.52 1.30 1.27 1.43 1.40

ルーマニア 2.43 2.31 1.83 1.33 1.31 1.40 1.59 1.62

ブルガリア 2.05 1.97 1.82 1.23 1.26 1.37 1.57 1.53

スラブ 
ロシア 1.89 2.05 1.89 1.34 1.20 1.29 1.57 1.78

ウクライナ 1.95 2.06 1.84 1.40 1.11 1.21 1.44 1.51

ベラルーシ 2.03 2.09 1.91 1.41 1.32 1.25 1.49 1.72

モルドバ 2.48 2.64 2.41 1.90 1.44 1.22 1.28 1.26

バルト 
ラトビア 1.86 2.08 2.02 1.25 1.25 1.39 1.36 1.70

リトアニア 1.99 2.08 2.03 1.55 1.39 1.29 1.50 1.70

エストニア 2.02 2.13 2.05 1.38 1.36 1.52 1.72 1.58

イスラム圏

（アゼル以降）
コーカサス 

アルメニア 2.51 2.56 2.54 2.06 1.65 1.68 1.72 1.74

グルジア 2.31 2.27 2.18 1.88 1.61 1.66 1.91 2.05

アゼルバイジャン 3.50 2.91 2.74 2.29 2.00 2.00 1.92 1.94

中央アジア 
カザフスタン 2.90 3.08 2.72 2.26 1.80 2.22 2.60 2.73

キルギス 4.37 4.13 3.63 3.10 2.40 2.50 3.10 3.20

タジキスタン 5.69 5.57 5.23 4.58 3.97 3.62 3.60 3.62

トルクメニスタン 5.17 4.65 4.34 3.51 2.82 2.65 2.83 2.93

ウズベキスタン 5.11 4.59 4.07 3.60 2.58 2.36 2.34 2.49



まったのち，第 2次プーチン政権に入ってからのこ

とであった．1990年代から 2000年代初頭のロシア

政府の社会政策は単なる掛け声でしかなかったと言

っても過言では無かった．だがそうした状況は

2000年代後半に入り，大きな変容を遂げることと

なったのである．2005年・2006年のプーチン大統

領による年次教書で出生率が低迷している問題が触

れられ，その上昇を目標とする旨が示された．これ

を受け，2006年 12月に育児手当等の増額5），さら

に「母親基金」6）と称する出生に対する大きな金額

の財政的給付制度が定められたことが知られる．

「母親基金」は二人以上の子を持つ親に対して，住

居・教育・年金のいずれかのみに対する補助として

総額 25万ルーブル（120万円程度，当時）が支給さ

れるというものであり，2007年 1月 1日〜2016年

12月 31日の期間に出生・縁組された子供に適用さ

れる事とされた．これは，2007年 9月におけるロ

シアの月額平均所得が 1万 2千ルーブルであったこ

とを勘案すれば非常に大きな額であると言って良か

ろう7）．またこの法は延長を重ね，2026年まで適用

されることとなっている8）．

ただし留意したいのは，出生率の上昇は 2006年

以降の出産奨励策と捉えうる財政給付制度の導入に

先立つ 2001年から見られている点である．すなわ

ち出生率の低下から上昇への反転は，経済成長の開

始と軌を一にしているとも考えられることがここで

看取出来るであろう（図 1）．この出生率の伸長は，

2008年のリーマンショックを挟みつつ継続する．

しかしながら 2014年のウクライナ騒乱とクリミア

併合ののち，2015 年にピーク（TFR=1.78）を迎え

て以降は低下を続け，2019年には 2008年と同水準

の TFR（1.50）を示すに至っている．

ここで関心を呼ぶのは，次の点である．経済要因

はロシア女性の出産確率にどのような影響を与えて

いるのであろうか．経済成長や所得の伸長，賃金と

いった要因が肯定的影響を与えるのであれば，出産

奨励的である連邦政府の施策には合理性があると言

える．だがそれが出産確率に対して影響を与えない

のであれば，政策自体の評価も否定的なものとなら

ざるを得ない．従って経済要因の影響に検討を加え

ることの必要性が強調される．他方同時に，仮にそ

うした要因が何らかの影響を与えるとしても，その

条件に対して各女性が抱く意識あるいは評価が異な

れば，その個人の出産行動に相違が生まれることと

なる．

これらはマイクロデータの蓄積があって初めて検

討が可能となるが，ロシアについての研究は未だ極

めて限定的であり，所得水準等の経済的要因と並ん

でロシア女性の出産行動に与える主観的意識の影響

を探ることは新たな知見を得る可能性につながるも

のであると考えられる．このような認識を背景に，

続く第 3節では先行研究の検討と，そこから抽出し

得る仮説の提示を行う．

3．先行研究

ソ連崩壊ののち急速に出生率が低下したロシアで

は，その現象は早くから採り上げられていた（Vish-

nevskii, 1994）．しかしながらその要因の分析には
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図 1．ロシアにおける合計特殊出生率と 1人あたり国内総生産，1989年〜2018年

出所） Rosstat, Demograficheskii ezhegodnik Rossii, various years ; Rosstat, Regiony Rossii,

various years，より筆者作成．



時間を要したと言わなければならない．一定期間に

渡るデータのある程度の蓄積が必要であったことが

まず指摘され得よう．体制転換初期においては，マ

クロデータのみに依拠するほか無かったという状況

が分析を制約していた．ロシア本国は勿論のこと，

欧米においても記述的な研究は持続的に進められて

きた．最初期においては経済成長率や 1人当たり国

内総生産との相関を元にして，出生率の低下は体制

転換に伴う経済の縮小に起因するとするものが多か

ったが（DaVanzo and Grammich, 2001），2000年代

に入って以降，数は多くないもののマイクロデータ

を用いた研究が進められている．しかしながら，そ

の得ている結果は，あるいは出産確率に対して所得

水準等の経済状況が有意な影響を与えないことを強

調するものが少なくない（Kohler and Kohler, 2002 ;

Grogan, 2006 ; Roschina and Boikov, 2005 ; Kumo,

2012 ; Karabchuk, 2017a and 2017b）．他方また，そ

うした諸条件に対する個々人の評価の相違が与える

影響についての検討は，ロシアについて充分な進�

が図られているような状況であるとは言い難い．そ

のギャップを埋めることが本稿の目的であるが，そ

れに先立ち，これまで得られてきた知見についての

レビューを行う．

3. 1 経済要因と出生率

マクロレベルで見た場合に高所得国の出生率がよ

り低くなることは広く見られるが，一国内における

個人の経済状況と出産確率との関係については，個

人がそれまでに経験してきた生活水準を基準として

それを上回ることが期待されるという条件下におい

て出生が見られ得るとする Easterlin（1966）の相対

所得仮説に基づく解釈が広く知られ，その検討が早

くから進められてきた（Easterlin, 1973 ; Wachter,

1975）．同じく著名な Becker（1960）そして Ghez

and Becker（1975）による出生力の分析に沿って子

供を上級財と見なし，マイクロデータを用い家計所

得あるいは女性のパートナーの所得そのものが出生

に対して正の所得効果を持つことの検証を行った先

行研究は多く見られる（Weeden et al., 2006 ; Bollen

et al., 2007 ; Stanford and Smith, 2013 ; Lovenheim

and Mumford, 2013 ; Mansour, 2017）．また女性自

身の賃金についてはそれが機会費用となり出生率を

引き下げるという Butz and Ward（1979）の仮説も，

様々な支持される結果がある（Macunovich, 1995 ;

Rondinelli et al., 2010 ; Kornstad and Ronsen, 2018）．

あるいは我が国でも，清水（2002）は日本版 General

Social Surveyを用いて，女性の賃金は出生率を引

き下げ，他方そのパートナーの所得は出生確率を引

き上げるという結果を得ている．杉浦（2011）は相対

的低所得層に限って家計所得が出生確率に正の影響

を与えるとする一方，何（2016）は慶應パネルデータ

に依拠して，家計所得が出産確率に対して正の係数

を得ることを示した．

本稿の対象地域であるロシアについて見ると，ロ

シアで実施されている家計調査（ロシア長期モニタ

リングサーベイ Russia Longitudinal Monitoring

Survey, RLMS，後述）の個票を用いた出生率の分析

は多くない．そしてまた，家計所得・女性の賃金に

ついて得られた結果は極めて曖昧なものに留まって

いる．即ち，RLMS を用いて出生率に対する所得

の影響を検討した最初のものである Roshina and

Boikov（2005）は，1994年〜2001年の RLMSデータ

を用いて所得や就業状態等の経済状況の効果を勘案

したが，家計所得について有意な係数を得ることが

出来なかった．Perelli-Harris（2006）は 1994 年のデ

ータのみを利用しているが，ここでも家計所得は有

意となっていない．他方，Grogan（2006）は Roshina

and Boikov（2005）と同様に 1994年から 2001年まで

の RLMSデータを用い，家計所得が出生確率に対

して正に有意な影響を与えているとする．但し

Grogan（2006）はサンプルを全期間に亘って有配偶

であったもの（総数 288）に限定しており，その結論

が広く妥当なものであるか否かは判断出来ない．

Kumo（2012）は 1995〜2004 年のデータを用いてい

るが，ここでも家計所得は有意なものとならなかっ

た．2000年〜2013年を分析対象としている Karab-

chuk（2017a）では家計所得は有意な正の結果を得て

いる一方，2000年〜2009年のデータを用いた Kar-

abchuk（2017b）では家計所得は有意なものとならな

かった．但しここであげた先行研究で導入されてい

る家計所得について指摘せねばならないのは，

Kumo（2012）を除いて全てが等価尺度を用いず，家

計所得そのもの或いは 1人当たり所得を利用してい

る事である．

女性の賃金を導入したのは Kumo（2012）以外では

Karabchuk（2017a, 2017b）と Zhuravleva and Gavri-

lova（2017）に限定される．Karabchuk（2017a）では

2000年〜2013年について女性の賃金が有意な負の

係数を得た．Zhuravleva and Gavrilova（2017）では，

2004年までの分析では女性の賃金は有意ではなく，

しかし 2005年〜2014年においては出産確率に対し

て有意な負の影響を与えているとする．研究の蓄積
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は極めて限定されるが，女性賃金に関する検討は予

想と整合的であると言えるものがある．他方家計所

得についてはそれが有意な結果を与えることのほう

が稀であり，一層の検討を要するものと思われるの

である．

3. 2 主観的厚生と出生率

前述した通り，同一の条件に対して個々人が抱く

意識や評価が相違していれば，その条件の与える効

果は異なったものとなり得るであろう．そのような

観点から，主観的厚生やそれと関連する指標が出産

確率に与える影響を検討することがとりわけ 2010

年代に入って以降進められている．実際，多くの研

究は主観的厚生が出産確率に対して正の有意な影響

を与えていることを示してきた．Cserepes et al.

（2013）はハンガリーでのマイクロサーベイにより，

主観的厚生水準や健康状態の低い女性に妊娠が見ら

れないという結果を得た．Le Moglie et al.（2015）は

ドイツで実施された社会学的パネル調査に基づき，

主観的厚生の指標が出生に有意な正の影響を与えて

いることを示している．Luppi（2016）は 2001 年か

ら 2012年に亘るオーストラリアの家計調査パネル

データを用いて，主観的厚生の高いことや健康状態

が良好であることが出産頻度を上昇させるという結

果を得た．マクロレベルでは Cetre et al.（2016）や

MaRgolis and MyRskyla（2011）他，むしろより多く

の研究が既に蓄積されていることも指摘出来る．我

が国に関して言及しておくと，地方自治体による都

道府県或いは市区町村データに依拠したレポート等

は散見されるものの（横田，2016 ; 静岡県，2018），

マイクロデータを用いたものは限定的な状況に留ま

っている．そのような中，W口・深堀（2013）が慶應

パネルデータに基づき先駆的な分析を行っており，

幸福度や生活の満足度が高いと出産が促進されると

いう結果を示した．

ロシアについては比較的早い段階でいくつかの検

討がなされている．Perelli-Harris（2006）は 1994 年

の RLMSを見た上で，主観的厚生が出産確率を有

意に高めているという結果を得ている．他方 Koh-

ler and Kohler（2002）は，1995年〜1997年というソ

連崩壊後の経済縮小が続く段階でのデータを利用し

て，将来的な生活に対する不安の高い者のほうが出

生確率が高い，という直感に反する結果を見せた．

2000年以降の状況を分析した Karabchuk（2017a）や

Zhuravleva and Gavrilova（2017）は，共に幸福度や

将来への希望に関する指標が高い女性の出産確率が

より高いということを示している．女性の健康状態

についての検討も同様に行われているが，Roshina

and Boikov（2005），そして Karabchuk（2017a）や

Zhuravleva and Gavrilova（2017）のいずれにおいて

もそれは有意な結果を得ていない．

以上の通り，高所得諸国において出産確率に対し

て家計所得が正のそして女性自身の賃金が負の影響

を見ることが多い一方，ロシアではそのいずれもが

有意でない場合が少なからずあったことは，表 2に

おいてまとめた通りである．ただしそれは分析対象

時期によっても異なっており，家計所得について

Karabchuk（2017a）は 2000年以降では正の，そして

女性の賃金については Karabchuk（2017a）並びに

Zhuravleva and Gavrilova（2017）が共に 2000年代以

降について負の影響を与えていることを示している．

そして主観的厚生の高さは概ね出産を促進するとい
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表 2．RLMSを用いた出産確率規定要因分析に関する先行研究

出所） 筆者作成．

注） NSは有意でない結果．空欄は分析に導入されていない．Rはロシア語文献．

分析期間 分析手法 被説明変数
女性の
賃金

家計所得・
パートナーの所得

主観的
厚生

健康状態
の評価

Kohler and Kohler（2002） 1995-1997 ロジット 出産 −

Roschina and Boikov（2005）R 1994-2001 プロビット 出産 NS NS

Roschina and Boikov（2005）R 1994-2001 プロビット 出産の希望 NS NS

Perelli-Harris（2006） 1994 ロジット 出産の希望 NS +

Grogan（2006） 1994-2001 ロジット 出産 +

Kumo（2012） 1995-2004 ロジット 出産 NS NS +

Karabchuk（2017a） 2000-2013 プロビット 第一子出産 − + + +

Karabchuk（2017b） 2000-2009 プロビット 第二子出産 NS NS NS

Karabchuk（2017b） 2000-2009 プロビット 出産の希望 + NS NS

Zhuravleva and Gavrilova（2017）R 1994-2004 プロビット 出産 NS NS NS

Zhuravleva and Gavrilova（2017）R 2005-2014 プロビット 出産 − + NS

Zhuravleva and Gavrilova（2017）R 1994-2014 プロビット 出産の希望 NS − NS



う結果が得られているが，健康状態についてはほと

んど有意な結果が見られない．家計所得が有効でな

かった理由として想定し得るのは，1つには分析対

象期間の問題があるかも知れない．また他方，先述

の通り等価尺度を用いないことに問題がある可能性

も考えられる．経済状況が悪化し続けた 1990年代

と，逆にほぼ一貫して成長を続けた 2000年代との

間で相異なる結果が得られることも想定しうる．

様々な地域を対象とした実証研究の蓄積から，経

済が安定化した昨今のロシアにおいて，家計所得が

出産確率に対して有意な正の効果を与えることは考

えられる．女性の賃金が機会費用として出産確率を

減衰させる事も予測出来よう．また健康状態や主観

的厚生についても，長期で見れば安定的に出産の確

率を向上させるものであることが想定される．次節

では以上に重点を置き，ロシアにおける出生を説明

づける要因の分析を試みる．

4．分析

4. 1 データと手法

4. 1. 1 データ

本稿で用いるデータはロシア長期モニタリング調

査 Russia Longitudinal Monitoring Survey-Higher

School of Economics（RLMS-HSE）の個票である（Ko-

zyreva et al., 2016）9）．RLMS は米国ノースカロラ

イナ大学カロライナ人口センターが主体となって試

行的には 1992年から開始されたロシアの家計・個

人のマイクロ調査である．国レベルでの代表性を有

しており（Kozyreva et al., 2016），層化多段無作為

抽出によるサンプルは 4,000以上の家計・10,000以

上の個人を収集することを目標としている．調査の

目的は経済体制転換に伴う家計の消費水準及び健康

状態の変化を探ることにあるが，雇用状態や所得等

に関する詳細な情報も集められている．2010年か

らはロシア高等経済院（Higher School of Economics,

Moscow）が資金提供並びにデータ構築を行うこと

となり，またそれまでは有償かつ紙媒体での申請を

必須とした上で提供されていたデータが，オンライ

ンでの簡単な登録により自由に利用可能となった．

実施回（round）毎に質問内容はある程度の修正が

行われ，また時として質問票に大きな変更が加えら

れることもある．基本的に，当該調査において実施

されている「女性に関する質問」によって出生を把

握し得る．そこでは「過去 1 年間に子供を産んだ

か」という質問が設定されており，これを出生のデ

ータとして利用する10）．

ロシアで実施される家計調査等の返答率は一般的

に極めて高い．RLMS におけるパネル調査の最初

の年次である 1994年のラウンドでは回答を依頼し

た家計のうち 87.6％が調査に応じているのである．

但しモスクワ・ペテルブルクという 2大都市につい

てはこれは該当しない．両都市の第 1回（1994年ラ

ウンド）回答率は合わせて 62.9％であり，それ以外

の全ての地域の 91.8％と大きく乖離しているとい

う（Kozyreva et al., 2016）．このことが，結果に影

響を与える可能性はある．なお，RLMS における

サンプルの脱落（attrition）を検討している Grogan

（2006）は，1994年のサンプルと 2001年のそれとを

比較して，有配偶者や幼児を擁している家計の脱落

頻度が有意に低いことを明らかにしている．これら

は出生率に極めて強い影響を与え得る要因であるこ

とに留意する必要があろう．

4. 1. 2 手法

ここで，家計所得および女性自身の所得，そして

主観的厚生が女性の出産行動にどのような影響を与

えているのかという事に焦点を当てて分析を行う．

第 2節で見た通り，マクロ経済の動向と出生率の変

動とは相関を有する．だがここでは，マイクロデー

タで見た場合にも，他国を対象として得られている

知見と，現代ロシアにおける出産行動とが一致する

のか否かを検討したい．

利用する RLMSのデータは 1994年から 2018年

�に至るものである．家計・個人に関するデータで

あるが，アンバランスド・パネルとなっている．t

年における女性の賃金・主観的厚生をはじめとする

個人特性そして家計所得等の家計特性が，t+1年

における当該女性の出産に与える影響を探る．18

歳〜45歳の女性をサンプルとし11），賃金所得のあ

る者に対象を限定する．そして先行研究がこれまで

に導入してきたコントロール変数を勘案していく．

推計するのは以下のプロビットモデル

Pr (Y  = 1) = F (a+b

X +b


W 

+b

H +b


I +e )

であり，ここで

Pr：出産の有無；

X：教育水準・パートナーの有無・世帯人員数・

居住地；

W：幸福感・健康状態；

H：家計所得；

I：賃金；
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a, b, b, b, b：推計すべきパラメータ，eは誤差

項；

である．

本稿の焦点は，（1）女性の賃金，（2）家計所得，

（3）主観的厚生そして（4）健康状態が出産の可能性に

与える影響にある．前節において見てきたとおり，

女性の賃金は出産確率を引き下げることになると想

定される．他方家計所得・主観的厚生そして健康状

態は出産を促進する方向に働くものと予測出来よう．

また賃金・所得については非線形性の存在を考慮し

その自乗項も用いる．コントロール変数としては，

（5）パートナーの有無と（6）世帯人数，（7）教育水準

（高等教育・中等教育），（8）居住地（都市か農村か），

そして（9）年次ダミーを導入する．世帯人数につい

ては先行研究の結果は錯綜しており明確な予測が立

たない．パートナーが居ることが出産確率を高める

であろうことは多言を要さないであろう．教育水準

は，ロシアについてはより高い教育水準を有する女

性のほうが出生頻度が高い，という結果が複数得ら

れており，これを確認する．また居住地については，

育児に関わる費用の大きさや家庭内育児支援の有無

により，都市住民のほうが出産確率が低いと想定さ

れ得よう12）．

被説明変数は先述の通り，女性が出産したか否か

という二値変数であり，分析には先行研究の中でも

最も包括的な検討を行っている Roshina and Boikov

（2005），Karabchuk（2017a, 2017b）そして Zhuravle-

va and Gavrilova（2017）のそれを踏襲し比較可能性

を確保するためパネルプロビット分析を用いる．

ここでパネルプロビット分析では操作変数法を適

用出来ないといううらみがあることに留意を要する．

操作変数を用いてパネルロジスティック分析を行う

という対応もあり得るが，先行研究の再検討とその

比較を重視するという本稿の観点から，パネルプロ

ビット分析を主たる接近法とする．内生性の問題の

回避を考慮し，全ての説明変数には一期のラグを与

える．またここでは女性の就業と賃金率との同時決

定という労働経済学における重大な問題を鑑み，就

業している女性のみをサンプルとする．

以上導入する変数について，記述統計は表 3に列

挙した通りである．
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表 3．記述統計

出所） RLMS個票より筆者算出．

観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値

出産 39135 0.03 0.17 0 1

パートナー有り 47758 0.84 0.37 0 1

家族人数 47844 3.56 1.41 1 14

生活に満足 47650 0.44 0.5 0 1
（とても満足・満足，を 1とする）

健康に問題あり 47768 0.3 0.46 0 1
（月に 1回以上病院に行く，を 1とする）

健康への自己評価 47670 0.42 0.49 0 1
（とても良い・良い，を 1とする）

高等教育 47814 0.35 0.48 0 1

中等教育 47814 0.58 0.49 0 1
（リファレンス：中等教育修了未満）

都市／農村 47844 0.8 0.4 0 1
（都市住民を 1とする）

賃金 47844 0.36 0.33 0 7.91
（インフレ率で実質化，1000ルーブル）

賃金自乗 47844 0.24 0.87 0 62.57

1人当たり家計所得 46554 0.034 0.047 0 3.64
（インフレ率で実質化，1万ルーブル）

1人当たり家計所得自乗 46554 0.0034 0.085 0 13.24

等価尺度家計所得（1） 46554 0.044 0.06 0 4.96
（OECD等価尺度）

等価尺度家計所得（1）自乗 46554 0.0055 0.14 0 24.62

等価尺度家計所得（2） 46554 0.054 0.071 0 6.06
（OECD modified scale）

等価尺度家計所得（2）自乗 46554 0.008 0.21 0 36.78

等価尺度家計所得（3） 46554 0.06 0.078 0 6.3
（Square root scale）

等価尺度家計所得（3）自乗 46554 0.0099 0.24 0 39.72



4. 2 結果

パネルプロビット分析の結果を表 4に示す．また

パネルロジスティック分析・プールドロジスティッ

ク分析の，そしてプールド OLSの結果を，その安

定性を確認するため表 5に示した．なおパネルロジ

スティック分析では，固定効果モデルを適用すると

分析対象として含まれている全期間に亘って出産行

動を行っていない女性は被説明変数が時間に関わら

ず一定（=0）でありサンプルから除外されてしまう

という出生確率分析における決定的な問題があるた

め，変動効果モデルの分析結果のみを取りあげてい

る．これは Grogan（2006）の接近法と同様である．
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表 4．結果（1）

括弧内は標準誤差．

*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1．

出所） 筆者推計．

1995年〜2018年の出生，18歳〜45歳の女性

出生のプロビット分析

変数 （1） （2） （3） （4）

パートナー有 0.585*** 0.582*** 0.580*** 0.584***

（0.0606） （0.0605） （0.0605） （0.0605）

家族人数 0.167*** 0.167*** 0.165*** 0.162***

（0.0101） （0.0100） （0.0100） （0.0101）

生活への満足 0.386*** 0.380*** 0.377*** 0.383***

（0.0331） （0.0330） （0.0330） （0.0330）

健康問題 −0.133*** −0.134*** −0.135*** −0.134***

（0.0356） （0.0356） （0.0356） （0.0356）

体調の認識 0.0849*** 0.0848*** 0.0849*** 0.0848***

（0.0316） （0.0316） （0.0316） （0.0316）

高等教育 0.245*** 0.236*** 0.232*** 0.240***

（0.0630） （0.0629） （0.0629） （0.0629）

中等教育 −0.0245 −0.0280 −0.0296 −0.0268

（0.0605） （0.0604） （0.0603） （0.0604）

都市居住 0.131*** 0.124*** 0.121*** 0.126***

（0.0385） （0.0384） （0.0384） （0.0385）

賃金 −1.866*** −1.906*** −1.924*** −1.890***

（0.0965） （0.0964） （0.0964） （0.0963）

賃金自乗 0.306*** 0.306*** 0.307*** 0.307***

（0.0193） （0.0192） （0.0192） （0.0192）

1人当たり家計所得 0.981

（0.715）

1人当たり家計所得自乗 −0.565

（0.736）

等価尺度家計所得（1） 1.650***

（0.532）

等価尺度家計所得（1）自乗 −0.793*

（0.463）

等価尺度家計所得（2） 1.637***

（0.429）

等価尺度家計所得（2）自乗 −0.651**

（0.314）

等価尺度家計所得（3） 0.845**

（0.359）

等価尺度家計所得（3）自乗 −0.231

（0.185）

年次ダミー Yes Yes Yes Yes

定数項 −3.170*** −3.167*** −3.158*** −3.149***

（0.135） （0.134） （0.134） （0.134）

観測数 37,220 37,220 37,220 37,220

標本数 10,131 10,131 10,131 10,131

Wald Chi2乗 824.59 834.43 839.74 829.54

Prob>chi2乗 0.00 0.00 0.00 0.00

対数尤度 −4507.2 −4502.9 −4499.9 −4504.9
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結果は定性的に概して同じである．ここで一貫し

ているのは，パートナーの存在並びに世帯人数とい

う極めて人口学的な変数が，出産確率に対して有意

な正の影響を与えていることである．前者は当然想

定される事であり，他方後者については，例えば出

産後の育児支援が家庭内において提供され易い環境

にあると考え得るであろう．高等教育が有意な正の

影響を与えていることについては，ロシアではこれ

が該当することがこれまでにも示されており（Gro-

gan, 2006 ; Kumo, 2012 ; Karabchuk, 2017a），出産行

動における恒常所得仮説の検証の必要性を示すもの

であるかも知れない．なお中等教育については有意

な結果を得ることが出来なかった．また他にコント

ロール変数として導入した都市居住であるが，これ

は都市のほうが出産の確率が高い，という直感に反

する結果が見られる．この解釈は困難であるが，先

述の通りモスクワ・ペテルブルク等大都市における

回答拒否や脱落率はそうでない場合よりも有意に高

く（Kozyreva et al., 2016），社会的育児環境が農村

よりも整っておりかつ相対的に小さな都市における

動向が反映されているのかも知れない13）．

本稿の着目している経済要因について見ると，女

性自身の賃金は出産に対して有意な負の影響を与え

ていることが示された．Karabchuk（2017a）及び

Zhuravleva and Gavrilova（2017）が限定的な期間に

ついて同じ事を指摘しているが，ここでは 1995年

から 2018年までを通じてこれを示すことが出来た．

女性の賃金が機会費用として出産を抑制する働きを

有することは直感的に理解出来るものである．なお

この 2乗項は常に有意な正の係数を得ており，賃金

水準が高くなることによって出産を控えるという影

響力が減衰していくことを意味している14）．

次に家計所得についてであるが，この結果もまた

明瞭である．家計所得を単純に世帯人数で割った 1

人当たり所得は有意になることは無かった．だが 3

種の等価尺度を適用してそれぞれ推計を行うと，全

ての場合において出産に対し有意な正の影響を与え

ていることが示された．そしてその 2乗項は常に有

意な負の係数を得るものとなったが，これは理論的

解釈と一致する．即ち知られている通り，所得水準

が低位にあるときは子供の「数」の需要に対してよ

り大きな所得効果を見ることが出来る．だが所得の

上昇に従って，子供の「質」への需要によって育児

費用が押し上げられることが想定されると共に代替

効果がより強く働くようになり出生率への寄与が逓

減していく，ということが想定される（Ghez and

Becker, 1975）15）．

この結果は，先行研究と比較した時によりその意

義を強調出来る．前出の表 2にあげたとおり，1990

年代の出生を中心に分析した Roschina and Boikov

（2005）及び Perelli-Harris（2006），そして 1995年〜

2004 年のそれを検討した Kumo（2012），さらによ

り長期間を対象とした Karabchuk（2017b）・Zhur-

avleva and Gavrilova（2017）のいずれにおいても，

家計所得は有意な結果を与えて来なかったのである．

それら先行研究の問題点として，家計所得をそのま

まの数字或いは世帯人員数で割った 1人当たり家計

所得を用いている事から，家計所得のとらえ方に誤

りがあったのかも知れない．実際，表 4の結果にお

いても，1人当たり家計所得のみ有意にならなかっ

たのである．

他方，分析対象期間が 1994年から 2018年まで，

即ち 25年間という長期に亘るため，経時的に各要

因の影響に変動が生じていたのではないか，という

ことも考えられる．そこでデータを時期毎に区分し，

それぞれについて同じ分析を試みた．即ち，（a）ロ

シア経済の縮小が始まり，そののちそれが底を打ち

かつ出生率が底に達した 1994年から 2000年まで，

（b）ほぼ継続的に経済が成長し同時に出生率が概ね

上昇し続けた 2014年まで，そして（c）経済成長率の

鈍化が顕著になりかつ出生率が反転して低下を見せ

るようになった 2015年以降 2018年まで，という時

期区分をした上で分析を行った．その結果を示すの

が表 6である16）．ここで 1995年〜2000年の出産に

関する分析結果が示す通り所得は，単純な 1人当た

り所得であろうが等価尺度による家計所得であろう

が，如何なる特定化を行った場合であっても有意に

なっていないのである（表 6，（'1）〜（'4））．これは

そののちの 2001 年〜2014 年，そして 2015 年〜

2018年の出産に関する分析結果（表 6，（'5）〜（'12））

と対照を為すと言って良い．つまり，1990年代に

おいては全般的に，家計所得の高さは出産を促進す

るという働きを有していなかったと考えられ得るの

である．それが予測される所得効果を示すようにな

るのは 2000年代に入って以降のことであり，体制

転換渦中の早い時期におけるロシアの出生規定要因

分析で家計所得が有意な結果を得なかったのは，家

計所得の定義に関わらず想定されうる事であったと

考えられる17）．これに関しては，以下のように解釈

することが可能である．即ち，そもそもベッカーの

出生力モデル（Becker, 1960 ; Ghez and Becker,

1975）において出生力を既定するのは変動所得では

29ロシアにおける出生率
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なく恒常所得である．1990年代のロシアでは，そ

の体制転換に伴う経済縮小と個人所得の低下があま

りにも激しく不確実性が増大したために，その直面

した家計所得の変動を多くの家計は一時的なものと

みなしたと考えられる．他方 2000年以降の持続的

経済回復と成長とに伴う所得の増加に対しては，そ

の所得の変化を家計が恒常的なものと解釈したが故

に所得が正の有意な係数を得るようになった，とす

ることが考えられよう18）．

主題となっているもう 1つの側面，すなわち主観

的厚生に関し得られた結果について確認する．表 4

の通り，全ての変数について予測通りの係数を得た．

「生活に満足している」と応えた女性は，そうでな

い場合に比べ有意に出産を行う確率が高い．そして

健康に問題を抱えている（月に 1度以上病院に行く）

者の出産頻度は低く，他方自身の体調を良いと認識

している者は出産の確率が高くなっていることが示

される．先と同様に，時期を分割した上で同じ分析

を行っても，「生活に満足している」事が出産の可

能性を向上させることは一貫して看取出来る（表 6）．

但し同分析によると，健康状態については，実際に

病院に通う事が多いか否かと，主観的な健康状態の

評価との間で結果は錯綜している．とはいえ有意な

係数が得られている場合，それは常に上記の表 4で

得られるものと一致した結果となっていることが指

摘出来る．ここでの結果をまとめると，主観的厚生

は極めて安定的に，出産の可能性を引き上げる方向

に作用するという事である．これは概ね先行研究の

それに一致するものであり，そしてまたそれが経時

的に一貫したものであることを確認出来た．健康状

態・健康への主観的評価については，先行研究より

も安定的にその有意な影響を捕捉する事が出来たと

言える．また，それは所得水準とは異なる影響を与

えることも想定され得るため，経済状況の改善がそ

のまま出産の可能性につながらない状況になること

も考えられる．ここで出産を奨励するという視点に

立つならば，例えば経済格差の縮小といった要因が

肯定的な効果を生むことを考慮する必要もあり得る

であろう．

5．結語

本稿は 1990年代の一貫した出生率の低下から，

転じて 2000年代にはほぼ一貫してその上昇を見せ

るようになったロシアの出産確率に対して，家計所

得並びに女性の賃金という経済要因と，そして生活

への満足度並びに健康状態という主観的厚生とが与

える影響について論じた．その結果，より高い家計

所得は出産を促す一方で女性の賃金は出産を控える

方向に働くことが示され，また生活への満足度や健

康状態の指標が高い事が出産の可能性を有意に高め

るという結果が得られた．ロシアの出生率規定要因

に関する先行研究では家計所得が如何なる効果も与

えないという結果を見るものが多かったが，それは

1990年代の体制転換初期に特有の現象であった可

能性が示唆された．

少子化対策として「母親基金」等の強力な金銭的

支援がロシアにおいて導入されていることを先に取

り上げたが，個人レベルで世帯所得が出産に対して

正の影響を与えるのであれば，そうした施策が肯定

的帰結を生むことがあるかもしれない．但しそれは

その施策導入の効果を直接的に評価しなくてはなら

ず，今後の検討課題であると言える19）．

他方 2000年以降に見られる出生率の上昇から，

ロシアの少子化に歯止めがかかったのか否かという

事を鑑みるに，2010年以降鈍化している経済成長

率と並行して，2015年から TFRが低下傾向にある

ことが懸念される．出生数の減少は人口の年齢構造

に依存するものであるため再生産年齢の女性の絶対

数が減少しているロシアにおいては致し方無い側面

があるものの，TFRの低下はそれとは内容を異に

する現象である20）．出生率の低下という状況を背景

に 2018年 5月 7日，ロシアのプーチン大統領はそ

の第 4期目の政権を立ち上げる就任初日に発した大

統領令「2024年までのロシア連邦の発展に関する

国家目標と戦略的課題について」21）で，その任期中

の政策指針を明らかにした．その中で優先分野の 1

つとして「国家プロジェクト：人口」を挙げ，2019

年〜2024年の間に，健康寿命の延伸や出生率の上

昇（2024年に TFR=1.7）を達成することを旨とした

のである22）．そこでは子供を産んだ家計に対する経

済的支援や就学前教育施設の充実を目的として，更

なる財政支出に基づく対策を打ち出した．加えて

2019年初の年次教書では，複数の子を抱える家計

に対する減税措置や融資の際の優遇金利の設定等の

支援に加え，ほんらい第 2子からのみ適用されると

していた「母親基金」を第 1子から適用することを

うたい上げ，2020年 3月に関連法が整備されたの

である23）．

なるほど「母親基金」導入と並行して，2015 年

までは TFRが持続的に上昇したという事実はある．

だがそれが政策の直接的な効果であるのか，解釈に

あたっては慎重を期さねばならないことは多言を要
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2
）

（
0
.3
8
1
）

（
0
.3
8
1
）

（
0
.3
8
1
）

（
0
.1
9
0
）

（
0
.1
8
9
）

（
0
.1
8
9
）

（
0
.1
8
9
）

（
0
.3
0
7
）

（
0
.3
0
7
）

（
0
.3
0
7
）

（
0
.3
0
7
）

家
族
人
数

0
.3
4
0
**
*

0
.3
3
8
**
*

0
.3
3
6
**
*

0
.3
2
8
**
*

0
.3
7
0
**
*

0
.3
6
8
**
*

0
.3
6
5
**
*

0
.3
5
7
**
*

0
.3
0
4
**
*

0
.3
0
2
**
*

0
.2
9
7
**
*

0
.2
8
8
**
*

（
0
.0
7
3
7
）

（
0
.0
7
3
4
）

（
0
.0
7
3
2
）

（
0
.0
7
3
4
）

（
0
.0
2
8
3
）

（
0
.0
2
8
2
）

（
0
.0
2
8
2
）

（
0
.0
2
8
5
）

（
0
.0
3
6
5
）

（
0
.0
3
6
4
）

（
0
.0
3
6
4
）

（
0
.0
3
7
0
）

生
活
へ
の
満
足

1
.2
4
1
**
*

1
.2
3
7
**
*

1
.2
3
3
**
*

1
.2
3
1
**
*

0
.8
5
5
**
*

0
.8
4
6
**
*

0
.8
4
2
**
*

0
.8
4
9
**
*

0
.6
7
6
**
*

0
.6
5
8
**
*

0
.6
5
0
**
*

0
.6
6
9
**
*

（
0
.2
2
3
）

（
0
.2
2
3
）

（
0
.2
2
3
）

（
0
.2
2
3
）

（
0
.0
9
6
4
）

（
0
.0
9
6
3
）

（
0
.0
9
6
3
）

（
0
.0
9
6
3
）

（
0
.1
2
7
）

（
0
.1
2
7
）

（
0
.1
2
7
）

（
0
.1
2
7
）

健
康
問
題

−
0
.1
6
8

−
0
.1
6
9

−
0
.1
7
0

−
0
.1
7
1

−
0
.2
5
0
**

−
0
.2
5
2
**

−
0
.2
5
3
**

−
0
.2
5
1
**

−
0
.5
6
7
**
*

−
0
.5
7
4
**
*

−
0
.5
7
7
**
*

−
0
.5
6
9
**
*

（
0
.2
1
0
）

（
0
.2
1
0
）

（
0
.2
1
0
）

（
0
.2
1
0
）

（
0
.1
0
6
）

（
0
.1
0
6
）

（
0
.1
0
6
）

（
0
.1
0
6
）

（
0
.1
5
3
）

（
0
.1
5
2
）

（
0
.1
5
2
）

（
0
.1
5
2
）

体
調
の
認
識

0
.4
6
0
**

0
.4
5
9
**

0
.4
5
9
**

0
.4
5
8
**

0
.1
6
4
*

0
.1
6
4
*

0
.1
6
4
*

0
.1
6
4
*

−
0
.0
1
9
4

−
0
.0
1
6
3

−
0
.0
1
4
4

−
0
.0
1
7
4

（
0
.2
0
3
）

（
0
.2
0
3
）

（
0
.2
0
3
）

（
0
.2
0
3
）

（
0
.0
9
2
9
）

（
0
.0
9
2
8
）

（
0
.0
9
2
8
）

（
0
.0
9
2
8
）

（
0
.1
2
2
）

（
0
.1
2
1
）

（
0
.1
2
1
）

（
0
.1
2
2
）

高
等
教
育

0
.3
0
7

0
.3
0
5

0
.3
0
4

0
.3
0
3

0
.6
0
9
**
*

0
.5
9
0
**
*

0
.5
8
2
**
*

0
.5
9
9
**
*

0
.6
6
6
**
*

0
.6
4
1
**
*

0
.6
2
8
**

0
.6
5
5
**
*

（
0
.4
4
5
）

（
0
.4
4
5
）

（
0
.4
4
5
）

（
0
.4
4
5
）

（
0
.1
8
1
）

（
0
.1
8
1
）

（
0
.1
8
1
）

（
0
.1
8
1
）

（
0
.2
4
5
）

（
0
.2
4
4
）

（
0
.2
4
4
）

（
0
.2
4
4
）

中
等
教
育

−
0
.0
7
0
0

−
0
.0
7
0
2

−
0
.0
7
0
5

−
0
.0
7
0
7

−
0
.0
6
0
8

−
0
.0
6
7
0

−
0
.0
6
9
9

−
0
.0
6
4
5

0
.0
0
1
6
0

−
0
.0
0
8
7
2

−
0
.0
1
4
1

−
0
.0
0
4
3
8

（
0
.4
1
5
）

（
0
.4
1
5
）

（
0
.4
1
5
）

（
0
.4
1
5
）

（
0
.1
7
3
）

（
0
.1
7
3
）

（
0
.1
7
3
）

（
0
.1
7
3
）

（
0
.2
4
3
）

（
0
.2
4
2
）

（
0
.2
4
2
）

（
0
.2
4
2
）

都
市
居
住

0
.1
7
5

0
.1
7
1

0
.1
6
8

0
.1
6
4

0
.2
7
1
**

0
.2
5
8
**

0
.2
5
2
**

0
.2
6
2
**

0
.4
4
3
**
*

0
.4
2
4
**
*

0
.4
1
4
**
*

0
.4
3
3
**
*

（
0
.2
5
7
）

（
0
.2
5
7
）

（
0
.2
5
7
）

（
0
.2
5
7
）

（
0
.1
1
1
）

（
0
.1
1
0
）

（
0
.1
1
0
）

（
0
.1
1
0
）

（
0
.1
5
3
）

（
0
.1
5
2
）

（
0
.1
5
2
）

（
0
.1
5
2
）

賃
金

−
4
.6
7
3
**
*

−
4
.7
1
3
**
*

−
4
.7
3
9
**
*

−
4
.7
4
7
**
*

−
4
.7
2
5
**
*

−
4
.7
9
4
**
*

−
4
.8
2
4
**
*

−
4
.7
7
2
**
*

−
5
.6
7
3
**
*

−
5
.7
8
5
**
*

−
5
.8
3
1
**
*

−
5
.7
0
9
**
*

（
1
.0
5
1
）

（
1
.0
5
2
）

（
1
.0
5
2
）

（
1
.0
5
0
）

（
0
.3
1
4
）

（
0
.3
1
4
）

（
0
.3
1
4
）

（
0
.3
1
5
）

（
0
.4
3
8
）

（
0
.4
3
8
）

（
0
.4
3
9
）

（
0
.4
3
7
）

賃
金
自
乗

1
.6
7
4
**
*

1
.6
7
9
**
*

1
.6
7
9
**
*

1
.6
5
4
**
*

0
.6
6
2
**
*

0
.6
6
3
**
*

0
.6
6
5
**
*

0
.6
6
9
**
*

1
.0
8
9
**
*

1
.0
9
2
**
*

1
.0
9
3
**
*

1
.0
8
9
**
*

（
0
.4
7
2
）

（
0
.4
7
3
）

（
0
.4
7
3
）

（
0
.4
6
7
）

（
0
.0
5
4
1
）

（
0
.0
5
3
6
）

（
0
.0
5
3
3
）

（
0
.0
5
3
2
）

（
0
.1
3
3
）

（
0
.1
3
3
）

（
0
.1
3
4
）

（
0
.1
3
3
）

1
人
当
た
り
家
計
所
得

1
6
.5
9

2
.8
2
2

3
.2
3
5

（
1
5
.0
7
）

（
1
.8
7
9
）

（
2
.6
2
9
）

1
人
当
た
り
家
計
所
得
自
乗

−
1
9
5
.9

−
1
.2
4
0

−
1
.8
4
4

（
1
6
1
.5
）

（
1
.6
7
6
）

（
2
.7
8
9
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
1
）

1
3
.9
2

3
.7
2
6
**
*

4
.8
8
8
**

（
1
1
.9
1
）

（
1
.3
8
8
）

（
2
.2
5
5
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
1
）
自
乗

−
1
2
3
.9

−
1
.5
8
6

−
2
.7
1
3

（
1
0
0
.9
）

（
1
.0
6
6
）

（
2
.8
3
1
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
2
）

1
1
.9
0

3
.5
2
2
**
*

4
.9
1
3
**

（
9
.7
8
7
）

（
1
.1
1
2
）

（
2
.0
2
0
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
2
）
自
乗

−
8
4
.0
3

−
1
.2
7
9
*

−
2
.5
3
7

（
6
8
.3
3
）

（
0
.7
2
5
）

（
2
.2
9
4
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
3
）

9
.9
9
5

2
.0
4
4
**

2
.3
1
6

（
8
.0
9
7
）

（
0
.9
6
9
）

（
1
.4
1
1
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
3
）
自
乗

−
5
5
.7
4

−
0
.5
1
6

−
0
.7
5
3

（
4
6
.5
6
）

（
0
.4
8
1
）

（
0
.9
7
8
）

年
次
ダ
ミ
ー

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

定
数
項

−
6
.5
0
8
**
*

−
6
.5
0
4
**
*

−
6
.4
9
6
**
*

−
6
.4
6
6
**
*

−
5
.8
0
6
**
*

−
5
.8
1
4
**
*

−
5
.8
0
3
**
*

−
5
.7
5
5
**
*

−
5
.9
6
9
**
*

−
5
.9
7
4
**
*

−
5
.9
5
8
**
*

−
5
.9
1
0
**
*

（
0
.8
1
1
）

（
0
.8
0
9
）

（
0
.8
0
8
）

（
0
.8
0
6
）

（
0
.3
5
4
）

（
0
.3
5
4
）

（
0
.3
5
3
）

（
0
.3
5
2
）

（
0
.5
2
4
）

（
0
.5
2
3
）

（
0
.5
2
2
）

（
0
.5
2
2
）

観
測
数

5
,4
3
0

5
,4
3
0

5
,4
3
0

5
,4
3
0

2
2
,0
0
7

2
2
,0
0
7

2
2
,0
0
7

2
2
,0
0
7

9
,7
8
3

9
,7
8
3

9
,7
8
3

9
,7
8
3

標
本
数

2
,6
0
5

2
,6
0
5

2
,6
0
5

2
,6
0
5

7
,6
8
9

7
,6
8
9

7
,6
8
9

7
,6
8
9

3
,9
0
3

3
,9
0
3

3
,9
0
3

3
,9
0
3

P
ro
b
>
ch
i2
乗

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

対
数
尤
度

−
6
2
6
.6

−
6
2
6
.6

−
6
2
6
.5

−
6
2
6
.5

−
2
4
8
1
.3

−
2
4
7
8
.6

−
2
4
7
7
.1

−
2
4
7
9
.7

−
1
3
4
8
.7

−
1
3
4
6
.3

−
1
3
4
4
.9

−
1
3
4
8
.1
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表

8
．
出
生
の
プ
ー
ル
ド
・
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
分
析

括
弧
内
は
標
準
誤
差
．
**
*
p
<

0.
01
，
**
p
<

0.
05
．

1
9
9
5
年
〜
2
0
0
0
年

2
0
0
1
年
〜
2
0
1
4
年

2
0
1
5
年
〜
2
0
1
8
年

変
数

（
1
-
p
）

（
2
-
p
）

（
3
-
p
）

（
4
-
p
）

（
5
-
p
）

（
6
-
p
）

（
7
-
p
）

（
8
-
p
）

（
9
-
p
）

（
1
0
-
p
）

（
1
1
-
p
）

（
1
2
-
p
）

パ
ー
ト
ナ
ー
有

0
.9
1
4
**
*

0
.9
1
3
**
*

0
.9
1
2
**
*

0
.9
1
2
**
*

1
.2
6
6
**
*

1
.2
5
7
**
*

1
.2
5
2
**
*

1
.2
6
1
**
*

1
.6
4
1
**
*

1
.6
3
6
**
*

1
.6
3
0
**
*

1
.6
3
9
**
*

（
0
.3
5
2
）

（
0
.3
5
2
）

（
0
.3
5
2
）

（
0
.3
5
2
）

（
0
.1
8
3
）

（
0
.1
8
3
）

（
0
.1
8
3
）

（
0
.1
8
3
）

（
0
.2
9
8
）

（
0
.2
9
8
）

（
0
.2
9
8
）

（
0
.2
9
8
）

家
族
人
数

0
.2
9
6
**
*

0
.2
9
4
**
*

0
.2
9
1
**
*

0
.2
8
3
**
*

0
.3
3
6
**
*

0
.3
3
5
**
*

0
.3
3
2
**
*

0
.3
2
4
**
*

0
.2
7
5
**
*

0
.2
7
4
**
*

0
.2
6
9
**
*

0
.2
6
0
**
*

（
0
.0
6
0
3
）

（
0
.0
6
0
0
）

（
0
.0
5
9
8
）

（
0
.0
5
9
8
）

（
0
.0
2
3
5
）

（
0
.0
2
3
5
）

（
0
.0
2
3
5
）

（
0
.0
2
3
8
）

（
0
.0
3
0
2
）

（
0
.0
3
0
2
）

（
0
.0
3
0
2
）

（
0
.0
3
0
8
）

生
活
へ
の
満
足

1
.1
4
8
**
*

1
.1
4
5
**
*

1
.1
4
2
**
*

1
.1
4
0
**
*

0
.8
2
7
**
*

0
.8
1
8
**
*

0
.8
1
5
**
*

0
.8
2
2
**
*

0
.6
5
4
**
*

0
.6
3
8
**
*

0
.6
3
1
**
*

0
.6
4
8
**
*

（
0
.1
9
4
）

（
0
.1
9
4
）

（
0
.1
9
4
）

（
0
.1
9
4
）

（
0
.0
9
2
0
）

（
0
.0
9
2
0
）

（
0
.0
9
2
0
）

（
0
.0
9
2
0
）

（
0
.1
2
1
）

（
0
.1
2
1
）

（
0
.1
2
1
）

（
0
.1
2
1
）

健
康
問
題

−
0
.1
4
8

−
0
.1
4
9

−
0
.1
5
0

−
0
.1
5
1

−
0
.2
3
8
**

−
0
.2
4
0
**

−
0
.2
4
0
**

−
0
.2
3
9
**

−
0
.5
4
0
**
*

−
0
.5
5
0
**
*

−
0
.5
5
4
**
*

−
0
.5
4
3
**
*

（
0
.1
9
3
）

（
0
.1
9
3
）

（
0
.1
9
3
）

（
0
.1
9
3
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
4
6
）

（
0
.1
4
6
）

（
0
.1
4
6
）

（
0
.1
4
6
）

体
調
の
認
識

0
.4
0
5
**

0
.4
0
5
**

0
.4
0
4
**

0
.4
0
3
**

0
.1
5
5
*

0
.1
5
6
*

0
.1
5
7
*

0
.1
5
5
*

−
0
.0
2
8
9

−
0
.0
2
5
0

−
0
.0
2
2
7

−
0
.0
2
6
4

（
0
.1
8
3
）

（
0
.1
8
3
）

（
0
.1
8
3
）

（
0
.1
8
3
）

（
0
.0
8
8
5
）

（
0
.0
8
8
5
）

（
0
.0
8
8
5
）

（
0
.0
8
8
5
）

（
0
.1
1
5
）

（
0
.1
1
5
）

（
0
.1
1
5
）

（
0
.1
1
5
）

高
等
教
育

0
.3
1
8

0
.3
1
7

0
.3
1
6

0
.3
1
5

0
.5
8
0
**
*

0
.5
6
3
**
*

0
.5
5
6
**
*

0
.5
7
1
**
*

0
.6
1
8
**
*

0
.5
9
7
**
*

0
.5
8
5
**

0
.6
0
8
**
*

（
0
.4
0
4
）

（
0
.4
0
4
）

（
0
.4
0
4
）

（
0
.4
0
4
）

（
0
.1
6
9
）

（
0
.1
6
9
）

（
0
.1
6
9
）

（
0
.1
6
9
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

中
等
教
育

−
0
.0
3
3
3

−
0
.0
3
3
5

−
0
.0
3
3
8

−
0
.0
3
4
0

−
0
.0
6
5
2

−
0
.0
7
0
6

−
0
.0
7
3
1

−
0
.0
6
8
2

−
0
.0
2
6
4

−
0
.0
3
4
6

−
0
.0
3
8
9

−
0
.0
3
1
4

（
0
.3
7
9
）

（
0
.3
7
9
）

（
0
.3
8
0
）

（
0
.3
7
9
）

（
0
.1
6
3
）

（
0
.1
6
3
）

（
0
.1
6
3
）

（
0
.1
6
3
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

都
市
居
住

0
.1
8
4

0
.1
8
1

0
.1
7
8

0
.1
7
4

0
.2
6
0
**

0
.2
4
8
**

0
.2
4
3
**

0
.2
5
1
**

0
.4
1
1
**
*

0
.3
9
4
**
*

0
.3
8
5
**
*

0
.4
0
2
**
*

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.2
2
8
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
0
2
）

（
0
.1
4
1
）

（
0
.1
4
1
）

（
0
.1
4
1
）

（
0
.1
4
1
）

賃
金

−
4
.7
2
6
**
*

−
4
.7
6
3
**
*

−
4
.7
8
7
**
*

−
4
.7
9
2
**
*

−
4
.5
6
1
**
*

−
4
.6
2
9
**
*

−
4
.6
5
8
**
*

−
4
.6
1
0
**
*

−
5
.5
4
1
**
*

−
5
.6
5
2
**
*

−
5
.6
9
7
**
*

−
5
.5
7
7
**
*

（
0
.9
9
8
）

（
0
.9
9
9
）

（
0
.9
9
9
）

（
0
.9
9
9
）

（
0
.2
9
8
）

（
0
.2
9
8
）

（
0
.2
9
7
）

（
0
.2
9
8
）

（
0
.4
1
2
）

（
0
.4
1
3
）

（
0
.4
1
3
）

（
0
.4
1
2
）

賃
金
自
乗

1
.6
6
2
**
*

1
.6
6
7
**
*

1
.6
6
7
**
*

1
.6
4
3
**
*

0
.6
3
0
**
*

0
.6
3
2
**
*

0
.6
3
5
**
*

0
.6
3
8
**
*

1
.0
6
0
**
*

1
.0
6
3
**
*

1
.0
6
5
**
*

1
.0
6
0
**
*

（
0
.4
3
0
）

（
0
.4
3
2
）

（
0
.4
3
3
）

（
0
.4
3
0
）

（
0
.0
4
9
8
）

（
0
.0
4
9
3
）

（
0
.0
4
9
0
）

（
0
.0
4
8
9
）

（
0
.1
2
5
）

（
0
.1
2
6
）

（
0
.1
2
6
）

（
0
.1
2
5
）

1
人
当
た
り
家
計
所
得

1
7
.6
5

2
.9
5
5
*

3
.2
8
4

（
1
3
.6
7
）

（
1
.7
5
5
）

（
2
.5
1
3
）

1
人
当
た
り
家
計
所
得
自
乗

−
1
9
6
.6

−
1
.3
2
0

−
1
.7
7
1

（
1
4
8
.7
）

（
1
.6
1
2
）

（
2
.8
0
8
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
1
）

1
4
.6
8

3
.7
0
3
**
*

4
.8
3
8
**

（
1
0
.8
1
）

（
1
.3
0
2
）

（
2
.1
9
7
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
1
）
自
乗

−
1
2
4
.6

−
1
.5
9
2

−
2
.6
9
6

（
9
3
.0
9
）

（
1
.0
4
6
）

（
2
.8
7
5
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
2
）

1
2
.4
7

3
.4
6
6
**
*

4
.8
2
3
**

（
8
.9
0
5
）

（
1
.0
4
6
）

（
1
.9
1
9
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
2
）
自
乗

−
8
4
.6
1

−
1
.2
7
5
*

−
2
.5
0
0

（
6
3
.3
1
）

（
0
.7
1
3
）

（
2
.2
1
1
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
3
）

1
0
.4
4

2
.0
7
8
**

2
.3
1
6
*

（
7
.4
3
0
）

（
0
.8
9
7
）

（
1
.3
6
5
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
3
）
自
乗

−
5
6
.4
1

−
0
.5
3
5

−
0
.7
2
6

（
4
3
.8
3
）

（
0
.4
5
9
）

（
1
.0
0
5
）

年
次
ダ
ミ
ー

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

定
数
項

−
5
.6
5
2
**
*

−
5
.6
4
9
**
*

−
5
.6
4
1
**
*

−
5
.6
0
9
**
*

−
5
.3
2
7
**
*

−
5
.3
4
2
**
*

−
5
.3
3
5
**
*

−
5
.2
8
3
**
*

−
5
.5
0
0
**
*

−
5
.5
2
2
**
*

−
5
.5
1
4
**
*

−
5
.4
4
6
**
*

（
0
.6
3
2
）

（
0
.6
3
0
）

（
0
.6
2
8
）

（
0
.6
2
5
）

（
0
.3
0
3
）

（
0
.3
0
2
）

（
0
.3
0
2
）

（
0
.3
0
1
）

（
0
.4
3
9
）

（
0
.4
3
9
）

（
0
.4
3
9
）

（
0
.4
3
8
）

観
測
数

5
,4
3
0

5
,4
3
0

5
,4
3
0

5
,4
3
0

2
2
,0
0
7

2
2
,0
0
7

2
2
,0
0
7

2
2
,0
0
7

9
,7
8
3

9
,7
8
3

9
,7
8
3

5
,4
3
0

標
本
数

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

P
ro
b
>
ch
i2
乗

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

対
数
尤
度

−
6
2
9
.4

−
6
2
9
.3

−
6
2
9
.3

−
6
2
9
.3

−
2
4
8
7
.1

−
2
4
8
4
.2

−
2
4
8
2
.6

−
2
4
8
5
.4

−
1
3
5
0
.8

−
1
3
4
8
.2

−
1
3
4
6
.8

−
1
3
5
0
.1

P
se
u
d
o
R
2

0
.0
8

0
.0
8

0
.0
8

0
.0
5

0
.1
3

0
.1
3

0
.1
3

0
.1
3

0
.1
5

0
.1
5

0
.1
5

0
.1
5
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表

9
．
出
生
の

O
L
S
分
析

括
弧
内
は
標
準
誤
差
．
**
*
p
<

0.
01
，
**
p
<

0.
05
．

1
9
9
5
年
〜
2
0
0
0
年

2
0
0
1
年
〜
2
0
1
4
年

2
0
1
5
年
〜
2
0
1
8
年

変
数

（
1
-
O
L
S
）

（
2
-
O
L
S
）

（
3
-
O
L
S
）

（
4
-
O
L
S
）

（
5
-
O
L
S
）

（
6
-
O
L
S
）

（
7
-
O
L
S
）

（
8
-
O
L
S
）

（
9
-
O
L
S
）

（
1
0
-
O
L
S
）

（
1
1
-
O
L
S
）

（
1
2
-
O
L
S
）

パ
ー
ト
ナ
ー
有

0
.0
1
5
6
**

0
.0
1
5
6
**

0
.0
1
5
6
**

0
.0
1
5
6
**

0
.0
2
0
6
**
*

0
.0
2
0
3
**
*

0
.0
2
0
1
**
*

0
.0
2
0
4
**
*

0
.0
3
1
1
**
*

0
.0
3
0
5
**
*

0
.0
3
0
1
**
*

0
.0
3
0
8
**
*

（
0
.0
0
6
7
9
）

（
0
.0
0
6
7
9
）

（
0
.0
0
6
7
9
）

（
0
.0
0
6
7
9
）

（
0
.0
0
2
9
2
）

（
0
.0
0
2
9
2
）

（
0
.0
0
2
9
2
）

（
0
.0
0
2
9
2
）

（
0
.0
0
5
2
9
）

（
0
.0
0
5
2
8
）

（
0
.0
0
5
2
9
）

（
0
.0
0
5
2
9
）

家
族
人
数

0
.0
0
8
7
9
**
*

0
.0
0
8
7
5
**
*

0
.0
0
8
7
1
**
*

0
.0
0
8
6
2
**
*

0
.0
1
2
1
**
*

0
.0
1
2
0
**
*

0
.0
1
1
7
**
*

0
.0
1
1
4
**
*

0
.0
1
2
7
**
*

0
.0
1
2
6
**
*

0
.0
1
2
2
**
*

0
.0
1
1
7
**
*

（
0
.0
0
1
8
4
）

（
0
.0
0
1
8
2
）

（
0
.0
0
1
8
2
）

（
0
.0
0
1
8
1
）

（
0
.0
0
0
7
9
8
）

（
0
.0
0
0
7
9
2
）

（
0
.0
0
0
7
9
0
）

（
0
.0
0
0
7
9
5
）

（
0
.0
0
1
3
1
）

（
0
.0
0
1
2
9
）

（
0
.0
0
1
2
8
）

（
0
.0
0
1
2
9
）

生
活
へ
の
満
足

0
.0
4
1
7
**
*

0
.0
4
1
6
**
*

0
.0
4
1
6
**
*

0
.0
4
1
5
**
*

0
.0
2
1
6
**
*

0
.0
2
1
5
**
*

0
.0
2
1
5
**
*

0
.0
2
1
6
**
*

0
.0
2
3
0
**
*

0
.0
2
2
5
**
*

0
.0
2
2
4
**
*

0
.0
2
3
0
**
*

（
0
.0
0
6
6
8
）

（
0
.0
0
6
6
8
）

（
0
.0
0
6
6
8
）

（
0
.0
0
6
6
8
）

（
0
.0
0
2
3
0
）

（
0
.0
0
2
2
9
）

（
0
.0
0
2
2
9
）

（
0
.0
0
2
3
0
）

（
0
.0
0
3
9
6
）

（
0
.0
0
3
9
5
）

（
0
.0
0
3
9
5
）

（
0
.0
0
3
9
6
）

健
康
問
題

−
0
.0
0
3
5
6

−
0
.0
0
3
5
7

−
0
.0
0
3
5
8

−
0
.0
0
3
6
1

−
0
.0
0
5
0
3
**

−
0
.0
0
5
0
6
**

−
0
.0
0
5
0
7
**

−
0
.0
0
5
0
0
**

−
0
.0
1
4
8
**
*

−
0
.0
1
5
0
**
*

−
0
.0
1
5
1
**
*

−
0
.0
1
4
8
**
*

（
0
.0
0
4
7
8
）

（
0
.0
0
4
7
8
）

（
0
.0
0
4
7
8
）

（
0
.0
0
4
7
8
）

（
0
.0
0
2
4
6
）

（
0
.0
0
2
4
6
）

（
0
.0
0
2
4
6
）

（
0
.0
0
2
4
6
）

（
0
.0
0
4
4
4
）

（
0
.0
0
4
4
3
）

（
0
.0
0
4
4
3
）

（
0
.0
0
4
4
4
）

体
調
の
認
識

0
.0
1
2
0
**

0
.0
1
2
0
**

0
.0
1
2
0
**

0
.0
1
1
9
**

0
.0
0
4
8
1
**

0
.0
0
4
7
9
**

0
.0
0
4
7
8
**

0
.0
0
4
8
2
**

−
0
.0
0
1
0
8

−
0
.0
0
1
0
4

−
0
.0
0
1
0
1

−
0
.0
0
1
0
4

（
0
.0
0
5
2
1
）

（
0
.0
0
5
2
1
）

（
0
.0
0
5
2
1
）

（
0
.0
0
5
2
1
）

（
0
.0
0
2
3
4
）

（
0
.0
0
2
3
4
）

（
0
.0
0
2
3
4
）

（
0
.0
0
2
3
4
）

（
0
.0
0
3
9
9
）

（
0
.0
0
3
9
9
）

（
0
.0
0
3
9
9
）

（
0
.0
0
3
9
9
）

高
等
教
育

0
.0
0
8
8
2

0
.0
0
8
8
1

0
.0
0
8
8
0

0
.0
0
8
7
7

0
.0
1
6
5
**
*

0
.0
1
6
2
**
*

0
.0
1
6
1
**
*

0
.0
1
6
4
**
*

0
.0
2
5
7
**
*

0
.0
2
5
1
**
*

0
.0
2
4
8
**
*

0
.0
2
5
5
**
*

（
0
.0
1
1
0
）

（
0
.0
1
1
0
）

（
0
.0
1
1
0
）

（
0
.0
1
1
0
）

（
0
.0
0
4
5
6
）

（
0
.0
0
4
5
6
）

（
0
.0
0
4
5
6
）

（
0
.0
0
4
5
6
）

（
0
.0
0
8
0
8
）

（
0
.0
0
8
0
8
）

（
0
.0
0
8
0
8
）

（
0
.0
0
8
0
8
）

中
等
教
育

−
6
.5
5
e
-
0
5

−
7
.3
7
e
-
0
5

−
8
.2
3
e
-
0
5

−
0
.0
0
0
1
0
3

−
0
.0
0
0
4
0
1

−
0
.0
0
0
5
0
4

−
0
.0
0
0
5
6
2

−
0
.0
0
0
4
8
9

0
.0
0
0
4
1
5

0
.0
0
0
1
9
5

7
.0
8
e
-
0
5

0
.0
0
0
2
3
1

（
0
.0
1
0
2
）

（
0
.0
1
0
2
）

（
0
.0
1
0
2
）

（
0
.0
1
0
2
）

（
0
.0
0
4
3
1
）

（
0
.0
0
4
3
1
）

（
0
.0
0
4
3
1
）

（
0
.0
0
4
3
1
）

（
0
.0
0
7
9
0
）

（
0
.0
0
7
9
0
）

（
0
.0
0
7
9
0
）

（
0
.0
0
7
9
0
）

都
市
居
住

0
.0
0
5
3
9

0
.0
0
5
3
6

0
.0
0
5
3
3

0
.0
0
5
2
5

0
.0
0
5
7
7
**

0
.0
0
5
5
8
**

0
.0
0
5
4
9
**

0
.0
0
5
6
4
**

0
.0
1
5
1
**
*

0
.0
1
4
6
**
*

0
.0
1
4
3
**
*

0
.0
1
4
9
**
*

（
0
.0
0
6
0
2
）

（
0
.0
0
6
0
2
）

（
0
.0
0
6
0
2
）

（
0
.0
0
6
0
2
）

（
0
.0
0
2
7
7
）

（
0
.0
0
2
7
7
）

（
0
.0
0
2
7
7
）

（
0
.0
0
2
7
7
）

（
0
.0
0
4
9
2
）

（
0
.0
0
4
9
2
）

（
0
.0
0
4
9
2
）

（
0
.0
0
4
9
3
）

賃
金

−
0
.0
8
9
6
**
*

−
0
.0
9
0
0
**
*

−
0
.0
9
0
4
**
*

−
0
.0
9
1
5
**
*

−
0
.0
9
5
0
**
*

−
0
.0
9
6
5
**
*

−
0
.0
9
7
0
**
*

−
0
.0
9
5
3
**
*

−
0
.1
6
8
**
*

−
0
.1
7
2
**
*

−
0
.1
7
4
**
*

−
0
.1
6
8
**
*

（
0
.0
1
9
7
）

（
0
.0
1
9
7
）

（
0
.0
1
9
8
）

（
0
.0
1
9
8
）

（
0
.0
0
5
8
2
）

（
0
.0
0
5
8
2
）

（
0
.0
0
5
8
2
）

（
0
.0
0
5
8
4
）

（
0
.0
1
1
1
）

（
0
.0
1
1
1
）

（
0
.0
1
1
1
）

（
0
.0
1
1
1
）

賃
金
自
乗

0
.0
3
1
5
**
*

0
.0
3
1
6
**
*

0
.0
3
1
8
**
*

0
.0
3
2
1
**
*

0
.0
1
8
3
**
*

0
.0
1
8
4
**
*

0
.0
1
8
5
**
*

0
.0
1
8
6
**
*

0
.0
4
1
1
**
*

0
.0
4
1
1
**
*

0
.0
4
1
1
**
*

0
.0
4
0
9
**
*

（
0
.0
1
0
1
）

（
0
.0
1
0
2
）

（
0
.0
1
0
2
）

（
0
.0
1
0
2
）

（
0
.0
0
1
8
5
）

（
0
.0
0
1
8
5
）

（
0
.0
0
1
8
5
）

（
0
.0
0
1
8
5
）

（
0
.0
0
3
6
8
）

（
0
.0
0
3
6
8
）

（
0
.0
0
3
6
7
）

（
0
.0
0
3
6
8
）

1
人
当
た
り
家
計
所
得

0
.1
1
9

0
.1
4
5
**
*

0
.1
9
9
**

（
0
.2
0
2
）

（
0
.0
4
0
4
）

（
0
.0
8
2
2
）

1
人
当
た
り
家
計
所
得
自
乗

−
0
.4
9
0

−
0
.0
4
4
6
**

−
0
.1
2
4
*

（
0
.6
0
8
）

（
0
.0
1
7
8
）

（
0
.0
6
6
9
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
1
）

0
.1
0
4

0
.1
3
5
**
*

0
.2
2
5
**
*

（
0
.1
6
6
）

（
0
.0
3
0
9
）

（
0
.0
6
4
2
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
1
）
自
乗

−
0
.3
5
7

−
0
.0
3
0
4
**
*

−
0
.1
0
3
**
*

（
0
.4
1
4
）

（
0
.0
0
9
8
9
）

（
0
.0
3
8
7
）

等
価
尺
度
家
計
所
得
（
2
）

0
.0
9
4
9

0
.1
1
8
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さない．政策で低出生率が解決できるのであれば，

なぜ様々な施策を実施している先進諸国が低出生率

に苦しんでいるのかを説明することは困難である．

「母親基金」という大きな規模の給付が既に存在す

る下において 2016年より継続的に TFRが低下傾

向を見せている中，こうした新たな政策が果たして

効果的なものとなり得るのか，疑問なしとしない．

その評価に当たっては今後の推移を見据える他無い

であろう．

（一橋大学経済研究所）

注
＊ 本稿は科学研究費補助金基盤研究（B）「ロシア

における人口減少の研究：大規模個票データとミクロ

ヒストリーの融合」（課題番号 : 19H01478）及び一橋大

学経済研究所共同利用共同拠点事業（令和二年度）によ

る成果の一部である．USAID 及び NIH（R01-HD-

38700）・ロシア高等経済院及びロシア年金基金の資金

を受け，カロライナ人口センター及びロシア社会学研

究所が提供するロシア長期モニタリング調査―ロシア

高等経済院（Russia Longitudinal Monitoring Survey -

Higher School of Economics）を利用可能として戴いた

ことに感謝する．また一橋大学経済研究所定例研究会

において討論者となって下さった馬欣欣・富山大学准

教授，そして一橋大学経済研究所の岩﨑教授・黒崎教

授・祝迫教授・阿部教授・後藤教授より有益なコメン

トを戴いた．記して深謝申し上げる．

1） ロシアでは，TFRが 2.0を上回った最後の年次

である 1989 年から，それが 1.50 を下回るまで（1993

年）にはたかだか 4 年を経たのみであった（Rosstat,

2008）．他方例えば我が国では，1974 年（TER=2.05）

から 1993年（TER=1.46）まで 20年を要したのである

（総務省統計局，『日本の統計 2020』参照）．

2） ロシア連邦統計局（Rosstat）Webサイト，https:

//www.gks.ru/，2020年 6月 2日閲覧，速報値．

3） Vechernaya Moskva, No. 37, Feb. 3, 2007 ;

Vechernii Peterburg, Aug. 25, 2009.

4） Rasporyazhenie pravitelʼstva RF ot 24.09.2001

No. 1270-r.

5） Federalʼnyi zakon ot 5 dekabrya 2006, No.

207-FZ o vnesenii izmenenii v otdelʼnye akty Rossiiskoi

Federatsii v chasti gosudarstvennoi podderzhki grazh-

dan, imeyushchikh detei（2006年 12月 5日付「子供を

持つ市民に対する国家支援に関するいくつかのロシア

連邦の法令の改正に関する」連邦法）．育児手当等は

当時一律 700 ルーブル（3,000 円前後，当時）であった

旧規定から，当該法によって第一子 1,500 ルーブル

（7,000円前後，同）・第二子以降 3,000ルーブル（1万 5

千円弱，同）と改訂された．また更に，Federalʼnyi za-

kon ot 1 marta 2008, No. 18-FZ o vnesenii izmenenii v

otdelʼnye zakonodatelʼnye akty Rossiiskoi Federatsii v

tselyakh povysheniya razmerov otdelʼnykh vidov

sotsialʼnykh vyplat i stoimosti nabora sotsialʼnykh uslug

（2008年 3月 1日付「特定の社会的給付・社会的サー

ビスの増額の為に要するいくつかのロシア連邦の法令

の改正に関する」連邦法）の如く，この金額は基本的

にインフレーション率に合わせて改訂され続けている．

6） Federalʼnyi zakon ot 29 dekabrya 2006, No.

256-FZ o dopolnitelʼnykh merakh gosudarstvennoi

podderzhki semei, imeyushchikh detei（2006年 12月 29

日付「子供を持つ家族に対する国家支援追加措置に関

する」連邦法）．

7） この金額も育児手当同様，毎年インデクセーシ

ョンにより改訂されている．Rossiiskaya gazeta, Feb.

14, 2008等．

8） 注 6の 2020年 3月 1日付改正法，ot 01.03.2020

No. 35-FZ.

9） Webサイトは https://www.hse.ru/en/rlms/．

また邦語では武田（2007）による詳細な解説がある．

10） 但し第 9・第 19・第 21round（2000 年，2010

年，2012年）では「過去 2年間の出生経験の有無」を

尋ねている．この場合，当該質問事項に yesと返答し

ている個人のうち，家計内の個人特定変数（roster var-

iable）によって満 12ヶ月未満の乳幼児の母であること

が把握出来るサンプルを「過去 1年の間に出生経験あ

り」とする．

11） 再生産年齢に含まれ得る 15歳〜17歳，そして

46歳〜49歳の女性による出生は，全データ（全ての年

次）でみた総計で前者が 3件・後者が 4件に留まって

おり，これらを分析に含めることは要しないものと判

断した．

12） 全ての変数の間に多重共線性が存在しないこ

とは VIF によって確認している．ここで女性のパー

トナーに関わる変数の導入をほとんど行っていないの

は，先行研究のそれに合致させることを旨とした事に

よるものであり，先行研究による結果との比較可能性

を重視した．より多くのコントロール変数を導入した

包括的分析は別稿に譲りたい．

なお本稿の分析では，労働需要を満たすものとして

の子供への需要，或いは社会保障の代替としての子供

への需要という観点は考慮しない．前者については，

ロシアでは先進諸国同様高い高等教育進学率を見せて

おり（2010 年で 60％を超える．World Development

Indicators参照），途上国での児童労働に見られるよう

な労働需要に起因する子供の需要を考慮するには及ば

ないと考えられる．また後者については，ロシアにお

いて年金等社会保障制度が地域によって大きく異なる

ことは無く，かつ年金受給者層は武田（2011）が指摘す

る通り，貧困に直面することが相対的にむしろ少ない

ことを勘案した．

13） なお 8つの連邦管区に対する地域ダミーを導

入し所在地域の固定効果をコントロールすることも試

みたが，都市居住ダミーは依然として正で有意であり，

かつモスクワを含む中央連邦管区等，ほとんどの連邦

管区についてのダミーは有意とならなかった．都市居

住ダミーが経済状況の良好さや経済発展度の高さを意

味している可能性があるが，地域レベルの所得水準や

地域総生産の導入等といったマルチレベルの分析につ

いては別途検討を進めることとしたい．

14） 賃金は出生確率に負の影響を与えるがその程
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度は逓減し，8SDを越えるとその傾斜が正となる．女

性の賃金が増加した際に，保育サービスの有効な利用

等が進めば所得増大効果のほうが優勢となって出生確

率が上昇することも予測され得る（Siegel, 2012）．なお

これに該当する女性の数は全 46,554 観測のうち，83

観測であった．

15） 等価尺度家計所得は出生に正の影響を与える

ところ，16SD（等価尺度家計所得（1）および（2）の場

合）・22SD（等価尺度家計所得（3）の場合）を越えると

傾斜そのものが負となる．これは代替効果の大きさが

所得効果のそれを上回れば想定され得る．但しそのよ

うな女性は，全 46,554観測のうちで等価尺度家計所得

（1）〜（3）毎に 17観測・18観測そして 13観測に留まる．

16） 表 4に対する表 5と同様に，ここでも表 7〜表

9においてパネルロジスティック分析・プールドロジ

スティック分析そしてプールド OLSの結果を示した．

結果は表 6と同様である．

17） 但し表 6において，2000年代以降についても

単純な 1人当たり家計所得は有意な影響を与える結果

を見せていない．即ち，やはり先行研究における家計

所得の特定化自体にも問題があったという事は言える

かも知れない．

18） 黒崎教授のご指摘による．なお 1990 年代

（1994年の家計・個人データ）から発して 1年ずつのデ

ータを加えていった場合，全てのパネルデータを含め

て分析を行うと，2013年の出産までを含めた時に初め

て等価尺度家計所得が有意な正の係数を得る．転換初

期のデータを主とした先行研究で家計所得が有意な結

果を得られなかったのと同じ結果を見ることが出来た．

なお横断面でプロビット分析を行うと，2005年までは

等価尺度家計所得は有意な結果を示さず，2006年から

安定的に有意かつ正の係数を得る．

19） 第 2 節で言及した通り「母親基金」は第二子

以降に対してのみ給付される．第一子の出生に対して

は特段の措置は無い．2015年末（12月 29日）に明らか

にされた法律の適用が 2016年 1月 1日から開始され

たのであるから，この法律についてのアナウンスメン

トが 2016年における第一子の出生確率に与える影響

は軽微なものと想定され得よう．そうすると，例えば

2015年までの第一子の出生率と第二子の出生率との間

に並行トレンドが見出だせ，かつ 2016年以降第一子

と第二子との間の出生率に相違が見られるならば，差

の差分析の適用可能性を考えることが出来るかも知れ

ない．

20） これにはマクロ水準で見た出生の晩産化の影

響も考えられる（Kumo, 2012）．即ちコーホート単位で

晩産化が進む際，その初期には一度 TFRは下がる．

そして遅れてきた出生時期においては TFRが上昇す

る．だがその後には，完結出生率が上昇しない限り，

TFRは再度低下する事が想定される（廣嶋，2001）．

21） Ukaz prezidenta Rossiiskoy federatsii ot 7

maya 2018 goda 停 204 «O natsionalnykh tselyakh i

strategicheskikh zadachakh razvitiya Rossiyskoy fed-

eratsii na period 2024 goda»，2018年 5月 7日ロシア

連邦大統領令第 204号．

22） https://strategy24.ru/rf/demography/projects/

natsional-nyy-proyekt-demografiya（「国家プロジェク

ト：人口」Webサイト），2020年 6月 4日閲覧．

23） 注 6 の 2020 年 3 月 1 日付改正法，ot 01.03.

2020 No. 35-FZ．
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